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実施する事業に不可欠な地域を特定する条件とその理由を記述してください。
どの地域でもよい事業は、農業振興地域区域外で事業を実施してください。

必要面積

理由

将来的な子育てを踏まえ、4LDKの住宅(143㎡)、２台分の
駐車場(33㎡）、庭（94㎡）が必要である。

実施する事業に必要な面積の範囲とその算出根拠を記述してください。

 

建築確認のできる接道が必要であるため

定住のための住宅であるので、他の事業実施地や事業予
定地では実施できないため

農業に従事するため、農業用倉庫の近傍である必要があ
るため

『安価である』『高くて買えない』といった理由は、経済的な余裕があれば代替地で実施で
きる事業となり、土地選定の条件とはなりません。

理由

日照、騒音等、実施に必要な条件を記述してください。

農業用倉庫から500ｍ以内で
あること

農業振興地域の農用地区域からの除外の場合、他の土地で実施の可能性について検討されて
いない事業は、農業振興地域整備計画の変更はできません。『事業実施に必要な条件』をす
べて上げ、事業が実施可能な土地を十分検討してください。

事業実施地検討調書（選定条件確認書）

静穏安全であること

接道があること

他の事業の実施地・予定地で
ないこと

条件

農業振興地域の農用地区域からの除外の場合『この土地であること』『自分の土地であるこ
と』といった条件では、代替地での事業実施検討が十分できないため立地条件とはなりませ
ん。

〇〇自治会の範囲内であるこ
と

理由

〇〇自治会の後継者であるため

利用目的（申出書に記載したものと同一としてください。）

農家住宅

面積

～

条件

住宅として居住するため、静穏安全であることが必要で
あるため

R7.4（除外）
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事業実施地検討調書（検討比較表）

登
記
地
目

・申出者

立地条件農
地
区
分

農地以外の地目や農業振興地域の農用地区域外の第３種農地等で比較検討してください。

転
用
面
積

(

㎡

)

まずは雑種地、宅地等の農地以外を検討し、農地以外でできない場合に農業振興地域の農用地区域
外の農地を検討し、そこでもできない場合に農業振興地域の農用地区域内を検討してください。

「事業実施地検討比較地図　添付(6)」では、住宅地図などを利用し、検討した立地条件の範囲を明
示し、比較検討した場所が明確にわかるように番号等で示してください。

事業実施地検討調書の土地選定条件に適合する土地は、他人の土地であっても、実施できないか検
討してください。

土地の検討では、売買、賃貸以外に交換等も検討してください。

適
合

その他の条件所
在
地

『安価である』『高くて買えない』といった理由は、経済的な余裕があれば代替地で実施できる事
業となるため、認められません。

農業振興地域の農用地区域内農地や第１種農地は原則農地転用できないため代替地とはなりえませんの
で、比較検討地に含めないでください。

R7.4（除外）


